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金沢市自転車等駐車場条例(平成3年条例第 1号)第11条第 1項(同条例第17条第3項において準用する場合を含

む。)の規定により自転車等を移動し、保管したので、金沢市自転車等駐車場条例施行規則(平成3年規則第3号)

第7条(同規則第13条において準用する場合を含む。)の規定により次のとおり告示します。

平成28年9月21日

金沢市長 山

1 移動し、保管した自転車等が駐車しであった駐車場又は暫定自転車等駐車場の名称

金沢市営金沢駅第 1自転車駐車場

金沢市営金沢駅第2自転車駐車場

金沢市営金沢駅第3自転車駐車場

金沢市営金沢駅東自転車駐車場

金沢市営金沢駅西広場地下自転車駐車場

金沢市営本町2丁目自転車駐車場

金沢市営西金沢駅東自転車駐車場

金沢市営西金沢駅西自転車駐車場

金沢市営東金沢駅東自転車駐車場

金沢市営東金沢駅西自転車駐車場

金沢市営森本駅東第 1自転車駐車場

金沢市営野町駅前自転車駐車場

金沢市営馬替駅前自転車駐車場

金沢市営額住宅駅前自転車駐車場

野 之 義
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金沢市営乙丸駅前自転車駐車場

金沢市営割出駅前自転車駐車場

金沢市営蚊爪駅前自転車駐車場

金沢市鳴和バス停前自転車駐車場

金沢市若松バス停前自転車駐車場

金沢市香林坊地下自転車駐車場

金沢市柿木畠自転車駐車場

金沢市営森本駅東第2自転車駐車場

金沢市営金沢駅西暫定自転車駐車場

2 移動し、保管した自転車等の台数

自転車 223台

原動機付自転車 1台

3 自転車等を移動し、保管した日

平成28年8月1日から同月31日まで

4 移動し、保管した自転車等の返還を申し出る場所

金沢市此花町 3番 2号

公益財団法人金沢まちづくり財団

5 移動し、保管した自転車等を返還する日時及び場所

日時 平成28年 9月21日から同年12月20日まで

午前10時から午後7時まで

場所金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

⑨金沢市告示第277号

金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例(平成6年条例第45号)第6条第2項及び第7条第2項の規

定により自転車等を撤去し、保管したので、同条例第9条第 1項の規定により次のとおり告示します。

平成28年 9月21日

金沢市長 山 野 之 義

1 撤去し、保管した自転車等を撤去した場所及び台数

撤去し、保管した自転車等を撤去した場所 撤去し、保管した自転車等の台数

金沢駅前自転車等放置禁止区域 自 転 車 5台

東金沢駅前自転車等放置禁止区域 白 転 車 1台

西金沢駅前自転車等放置禁止区域 白 転 車 4台

片町地区自転車等放置禁止区域 白 転 車 6台

竪町地区自転車等放置禁止区域 白 転 車 2台

吉原町地内 白 転 車 1台

北森本町地内 白 転 車 1台

戸水 1丁目地内 白 転 車 2台

千木町地内 自 転 車 1台

高畠 3丁目地内 白 転 車 1台

小坂町地内 自 転 車 2台

十三間町地内 白 車え 車 1台

西念4丁目地内 白 転 車 2台

福増町北地内 自 転 車 2台

大野町4丁目地内 白 転 車 1台

十一屋町地内 白 転 車 2台

菊川 1丁目地内 白 転 車 3台
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西泉 1丁目地内

三馬 3丁目地内

長田町地内

芳斉 1丁目地内

旭町 2丁目地内

2 撤去し、保管した自転車等を撤去し、保管した日

平成28年8月1日から同月31日まで

3 撤去し、保管した自転車等を返還する期間及び場所

(1)期間

平成28年9月21日から平成29年3月20日まで

(2) 場所

金沢市問屋町2丁目95番地

金沢市自転車等保管庫

⑨金沢市告示第278号

白 転 車 8台

白 転 車 6台

白 転 車 1台

白 転 車 1台

向 転 車 1台

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第 1項の規定により金沢市史の売払代金の徴収事務を次のとお

り委託したので、同条第2項及び金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第53条第3項の規定により告示します。

平成28年9月21日

金沢市長 山 野

1 委託した法人の名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

名称、及び代表者の氏名

株式会社 うつのみや

代表取締役社長宇都宮元樹

2 委託した事務

金沢市史の売払代金の徴収事務

3 委託した期間

平成28年10月1日から平成29年3月31日まで

⑨金沢市告示第279号

事務所の所在地

金沢市片町2丁目1番 7号

之 義

生活保護法 (昭和25年法律第144号)第49条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合を含

む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を指定したので、生活保護法第55条の

3の規定により次のとおり告示します。

平成28年 9月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 指定年月日

看護ステーション つむぎ 金沢市額新保3丁目257番地 平成28年8月4日

さぶりクリニック 金沢市片町 1丁目 1番目号香林坊ファーストビル5階 平成28年7月20日

香林坊あおぞら薬局 金沢市片町 1丁目1番 l号 平成28年8月1日

ウエルシア薬局金沢大桑庖 金沢市大桑2丁目47番地 平成28年8月1日

⑨金沢市告示第280号

生活保護法 (昭和25年法律第144号)第50条の 2 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場合

を含む。)の規定により指定医療機関から当該指定医療機関の事業を廃止した旨の届出があったので、生活保護法第
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55条の 3の規定により次のとおり告示します。

平成28年9月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所在地 廃止年月日

さぶりクリニック 金沢市大工町30番 1号高木ビル2階 平成28年7月19日

広瀬整形外科医院 金沢市寺中町イ 17番地 5 平成28年7月20日

香林坊あおぞら薬局 金沢市片町 1丁目 1番30号 平成28年7月31日

秋谷歯科医院 金沢市久安 3丁目473番地 ラポール21 平成28年9月1日

⑨金沢市告示第281号

生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第 1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例による場

合を含む。)の規定により医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を指定したので、生活保護法第55

条の 3の規定により次のとおり告示します。

平成28年9月21日

金沢市長 山 里子 之 義

施術者
施術所

指定年月日
名 称、 所在地

源晴奈 ゆめたか接骨院金沢院 金沢市袋町 l番 l号かなざわはこまち 3F 平成28年8月19日

唐崎紗矢加 ゆめたか接骨院金沢院 金沢市袋町 l番 l号かなざわはこまち 3F 平成28年8月19日

麻多 聡 史 アルコット接骨院 金沢市小立野3丁目23番27号 平成28年8月24日

宗野謙 訪問施術かがやき
金沢市粟崎町 3丁目56番地 サーレブッロー

平成28年8月4日
ネ 2・202号

中田達也 出張専業
金沢市駅西新町2丁目14番 1号ハイツ・シ

平成28年8月4日
オン103

⑨金沢市告示第282号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第 l項の規定によ

り指定障害福祉サービス事業者として次のとおり指定したので、同法第51条の規定により告示します。

平成28年9月21日

金沢市長 山 野 之 義

事業所番号 事業所の名称
事業所の

事業者の名称
事業者の主たる 障害福祉サー 主たる 指定

所在地 事務所の所在地 ビスの種類 対象者 年月日

ヘルパーステ
金沢市八日市 合同会社ブー 金沢市西金沢 3 平成28年

1710103506 ーションフ 同行援護 特定無し
出町133番地 ケ 丁目665番地 9月1日

ーケ

金沢市田上の
社会福祉法人 白山市北安田町 平成28年

1720104551 リアン 里 2丁目 207 共同生活援助 特定無し

番地
悌子園 548番地2 9月1日

⑨金沢市告示第283号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第 1項の規定により都市計画を変

更したので、同法第21条第2項において準用する同法第20条第 1項の規定により次のとおり告示し、同法第21条第2

項において準用する同法第20条第2項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。

平成28年9月21日

4 
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金沢市長 山 野 之 義

都市計画の種類 都市計画を変更した土地の区域 縦覧場所 {蒲 考

金沢市
金沢都市計画

高度地区
金沢市尾張町 1丁目、尾張町 2丁目、下新町及び主計町の各一部 都市整備局 尾張町界隈地区

公 t:I::. 
Eヨ

都市計画課

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第36号)第6条第2項において準用する同条例第4

条第 1項の規定により、次の者の浄化槽保守点検業者登録簿を変更登録したので公告します。

平成28年 9月21日

金沢市長 山 野 之 義

名 称 所 在 地

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名 l

名古屋市中区錦 1丁目 8番11号

変更登録年月日

平成28年 8月初日
古屋株式会社

次の土地区画整理組合の事業計画の変更認可に係る申請があったので、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

第39条第 2項において準用する同法第20条第 1項の規定により、当該変更事業計画を公衆の縦覧に供するため、土地

区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により、次のとおり公告します。

なお、利害関係者は、縦覧に供された変更事業計画について意見がある場合においては、平成28年 9月21日から同

年10月18日までに、金沢市長に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項につい

ては、この限りでありません。

平成28年9月21日

金沢市長 山 野 之 義

土地区画整理組合の名称 縦覧期間 縦覧場所

金沢市野田土地区画整理組合
平成28年 9月21日から|金沢市広坂 1丁目 1番 1号

縦覧時間

午前 9時から

同年10月4日まで |金沢市都市整備局市街地再生課 午後 5時45分まで

次の開発行為に関する工事が完了し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第2項の規定により検査済証を

交付したので、同条第3項の規定により公告します。

平成28年9月21日

金沢市長 山 野 之 義

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 公共施設の種類位置及び区域

金沢市長田本町ホ19番 1から19番13まで及 金沢市米泉町8丁目64番地 2 道路金沢市長田本町ホ19番12

び21番 1 ]-REC株式会社 及び21番 l

代表取締役埴田泰男 調整池金沢市長田本町ホ19番

13 

金沢市磯部町ト40番 7 金沢市諸江町中丁99番地 l

赤j翠 卓 哉

金沢市乙丸町丙61番 9、63番 1から63番 5 金沢市保古2丁目111番地 道路金沢市乙丸町丙61番 9、

まで、 64番 1から64番 3まで、 70番 1、71 有限会社ネクストライフサポート 63番 4、64番 3、70番 1及

番 1、71番 5から71番 7まで、 72番 1、72 代表取締役島畑正利 び71番 7並びに金沢市所管

番 5から72番 9まで及び160番から163番ま の法定外公共物の一部

で並びに金沢市所管の法定外公共物の一部 水路金沢市乙丸町丙71番 5及
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農業委員会告示

⑨金沢市農業委員会告示第10号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第 1項の規定により平成28年第 9回金沢市農業委員会総

会を招集し、金沢市農業委員会会議規則(昭和36年農業委員会規則第3号)第3条第 1項の規定により次のとおり告

示します。

平成28年 9月21日

金沢市農業委員会

会長朝 倉 烹3
d巳a、

1 日時

平成28年9月27日午後3時

2 場所

金沢市議会全員協議会室

3 議案

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第 l項に規定する許可の申請について

(2) 農地法第4条第 1項に規定する許可の申請に対する意見決定について

(3) 農地法第 5条第 1項に規定する許可の申請に対する意見決定について

は)相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

(5) 農用地利用集積計画の決定に対する意見決定について

消 防局 公 とtニ
Eヨ

消防訓練のため、次により消防車のサイレンを使用します。

平成28年 9月21日

金沢市消防長 小 谷 正 利

場所 金沢市金石消防署管轄区域内(大野町4丁目地内)

日 時 平成28年 9月28日(水) 午後3時から午後3時30分まで
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